
１．件　名　　　大曲庁舎他１施設ごみ収集業務委託（長期継続契約）

２．期　間　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

３．収集箇所　　大曲庁舎ごみ集積所及び大曲南庁舎ごみ集積所

４．収集種類　　燃やせるごみ・燃やせないごみ

　　　　　　　　資源ごみ（ビン・缶、ペットボトル）

５．内　容　　　市指定のごみ集積所から排出されるごみの収集運搬

　①燃やせるごみ　　　契約期間における月曜日から金曜日までの毎日

　　　　　　　　　　　※閉庁日は除く。ただし、12月28日は収集運搬を行うものとする。

　　　　　　　　　　　※大曲南庁舎は毎月火曜・金曜日

　②燃やせないごみ　　月１回の指定日

　　　　　　　　　　　※大曲南庁舎は毎月第４水曜日

　③ビン・缶　　　　　月２回の指定日

　　　　　　　　　　　※大曲南庁舎は毎月第２・第４水曜日

　④ペットボトル　　　月２回の指定日

　　　　　　　　　　　※大曲南庁舎は毎月第２・第４水曜日

６．数量等

大曲庁舎　（大曲庁舎・互助会館・武道館・市民体育館）

種別 数量(回/月) 単価(円) 金額(円) 摘要

収集運搬費 可燃物 18～22 処理手数料含む

不燃物 1 〃

ビン・缶 2 〃

ペットボトル 2 〃

大曲南庁舎

種別 数量(回/月) 単価(円) 金額(円) 摘要

収集運搬費 可燃物 7～9 処理手数料含む

不燃物 1 〃

ビン・缶 2 〃

ペットボトル 2 〃

７．その他

　①ビン・缶及びペットボトルの収集については、平ボディトラックを使用すること。

　②処理手数料は、１回当たり300kg以内として積算すること。

仕　　　　様　　　　書


